
令和７年度～令和９年度 相模向陽館高等学校不祥事ゼロプログラム 

１ 基本方針 

  本校は、不祥事発生ゼロを目指し、次の内容で「令和７年度～令和９年度不祥事ゼロプログラム」

を定め全職員で取り組むこととする。 

２ プログラムの策定 

  具体的な手続きやプログラムの策定は、不祥事防止会議が行う。 

３ プログラム内容 

課  題 目  標 取組み・行動計画 

①法令遵守意識

の向上 

職員一人ひとりがわいせ

つ・セクハラ行為の未然

防止について当事者意識

を持って取り組み、決    

められたルールを遵守

し、児童・生徒に対する

わいせつ・セクハラ行為

を行っている職員はゼロ

を目標とする。 

○生徒の連絡先の適正な取得・管理方法等につ

いて、定期的に点検を行う。 

○全職員に対して「神奈川県職員行動指針」の

周知徹底を図り、神奈川県職員として求めら

れる行動を再確認する。 

○具体的事例を示して職場研修を実施し、職員 

に当事者意識を持たせるとともに、生徒の連 

絡先の適正な取得・管理方法等について、定 

期的に点検を行い、全教職員で遵守徹底する。 

○校長による個人面談を実施し、生徒とのＳＮ 

Ｓの利用状況等について実態を把握する。 

②職場のハラス

メントの防止 

人権感覚と規範意識、協

働意識の向上を図る。 

○職員の言動に問題があると感じた時には相互

間で注意喚起を行う職場における適切なコミ

ュニケーションについて、日ごろから職員間

で確認し合う。 

○校長による面談を実施し、職場のハラスメン 

ト防止を徹底する。 

③児童・生徒に

対 す る わ い せ

つ・セクハラ行

為の防止 

わいせつ・セクハラ行為

が生徒の人権を踏みにじ

る行為であり、決して許

されないことを全ての職      

員が十分に理解し、人権

に配慮した行動の徹底を

図る。 

○性被害から自分の身を守ることの重要性や教 

職員等から不適切な行為を受けた際に相談を 

受ける体制を周知する。 

○生徒とのＳＮＳ等利用の禁止を徹底する。 

○授業や部活動の様子、教科準備室等の利用状

況を日常的に巡視する。 

④体罰、不適切

な指導の防止 

生徒の人権に対する配慮

を怠ることなく日頃から

適切な生徒指導に努め、

体罰や不適切な指導を未      

然に防ぐ。 

○教員が常に学び合い、指導力を高めることで、 

体罰を認めない風土をつくり、体罰によらな 

い指導を充実させる。 

○見て見ぬふりをせず、教員同士が相互に注意

しあう、さらに管理職への報告を怠らないこ

とで体罰や不適切な指導の抑止を図る。 

○特に言葉による体罰を未然に防止するため、 

日常的な態度や言葉に留意する意識付けを推 

進し、人権感覚を高める。 



   

４ スケジュール 

9月   事故・不祥事防止強化月間 

11月   評価と報告、事故防止研修会の実施 

12月   検証の実施 

3月   評価と報告、（令和10年）ホームページへの掲載 

 

５ 検証と評価 

 （１）中間検証 

    毎年10月及び３月を目標に中間検証を実施し、達成度が低い場合には対応策を検討し、執行 

⑤入学者選抜、

成績処理及び進

路関係書類及び

取扱いに係る事

故防止 

マニュアル等を厳守した

適切な事務処理の徹底を

図るとともに、管理職を

はじめ全ての職員が職員      

同士の相互チェックに取

組むことで、事故防止に

努める。 

〇入学者選抜業務における作業手順を徹底し、 

複数チェックを確実に行い、入力ミスを防 

止する。        

〇指定校推薦等に際しては、推薦基準との照

合・確認を徹底し、誤りのない公正な選考

を行う。 

⑥個人情報等管

理、情報セキュ

リティー対策 

個人情報の漏えい等のリ

スクは、常に身近にある

ことを意識して、ルール

に従い適切に管理し、紛

失、漏えい防止に取り組

む。  

○教務手帳の適切な管理及び定期考査処理期間 

のシュレッダー使用禁止等の取組みを通じて 

個人情報管理の徹底を図る。 

○答案用紙・成績表・調査書・生徒カードなど

の重要な個人情報の受け渡し体制と管理体制

を確認し、個人情報の管理の徹底を図る。 

⑦交通事故防止

酒酔い・酒気帯

び運転防止、交

通法規の遵守 

交通事故の未然防止に努

める 

酒酔い、酒気帯び運転を

防止する 

○注意喚起を怠りなく行い、かつ職員同士で確

認する習慣をつける 

○車輛等の運転者は常に安全運転に努め、交通

法規を遵守する。 

〇校長による面談等を通して、不祥事防止意識

の徹底を図る 

⑧業務執行体制

の確保等 

職員は情報共有に努め、

業務協力体制と相互チェ

ック体制を構築し、円滑

な業務執行体制を整え

る。 

○業務の遂行にあたっては、グループリーダー 

や学年リーダーを中心に報告・連絡・相談が 

円滑に進む業務体制を構築する。 

○業務が特定の個人に偏らないよう、グループ 

リーダーや学年リーダーの調整により、チー 

ムで業務を遂行する協力体制を敷く。 

⑨財務事務等の

適正執行 

県費、私費の迅速で適正

な執行と、事故の未然防

止に努める。 

○年度当初に、私費会計のルールについて担当 

職員対象の研修会を行い、年間を通じて適切 

な会計の執行が行われるようにする。 

○会計担当、管理職及び出納責任者（事務長） 

のチェックを徹底するとともに、ミスの情報 

を共有することで以後のミスが出ないよう努 

める。 



   体制の見直しを図る。 

（２）最終検証 

    ３に規定する行動計画について、令和10年３月初旬に実施状況を確認するとともに、各目標 

   達成についての自己評価を行う。その結果を基に令和10年度における県立相模向陽館高等学校不 

   祥事ゼロプログラムを策定する。 


